
号

外

三�
平

成
二
十
六
年

三

月
二
十
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
号

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

条
例
別
表
第
二
公
安
委
員
会
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
五
号)

第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
、

同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
若
し
く
は
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
対
象
と
な
る

者(

当
該
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
商
業
登
記
簿
又
は
法
人
登
記
簿
の
役
員
に
関
す

る
事
項
の
欄
に
記
載
の
あ
る
者
、
当
該
者
が
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の

定
め
の
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
代
表
者
又
は
管
理
人)

又
は
そ
の
相
続
人
の
生
存

の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
確
認
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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